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大学共同利用機関としての分子科学研究所は，所外の分子科学及び関連分野の研究者との共同研究を積極的に推進

しており，全国の研究者からの共同研究の提案を共同研究専門部会で審議し，採択された共同研究に対しては旅費及

び研究費の一部を支給している。また，海外の研究者との共同研究に対しては，研究者の派遣及び相手国研究者招へ

いのために国際共同研究事業を行っている。国際交流協定に関しては 3-2-1 項に，東アジアや ASEAN 諸国との国際

交流や国際インターンシッププログラムに関しては 3-2-4 ～ 3-2-7 の項に詳述する。

分子科学研究所は，従来より大学共同利用機関を基盤機関とする総合研究大学院大学に属する二つの大学院専攻を

持ち，大学院教育を行ってきた（設立時は博士課程後期 3 年のみ；2006 年度より 5 年一貫制博士課程）。2023 年度に

おいて総合研究大学院大学の大幅な改組に伴い従来の二専攻を「分子科学コース」としての一つの教育コースに統合

した。分子科学コースでは他の大学院では整備されていない各種の高度な大型の研究施設・実験設備を活用して特色

のある大学院教育を行っている。本コースでは，分子科学における最先端の基礎研究を行うとともに，学生の研究課

題に応じて，複数指導体制を採用し，研究活動に密着した学生セミナー，国際シンポジウム，共同研究等を通して若

手研究者育成のための大学院教育を行っている。またこれまで年 2 回だった学位審査を 4 回に増やし，より柔軟な学

位研究指導が実施できる体制へと変革された。さらに，他大学の大学院生や学部学生に対しても，それぞれ受託大学

院生（特別共同利用研究員制度による），体験入学者として受け入れ，先端的な研究施設を用いて積極的な教育研究

活動を行っている。

2020–2022 年度の 3 年間はコロナ禍により，外部からの研究者の出入りが伴う共同利用，多くの人が集う研究会，

海外との往来が不可欠な国際インターンシップ，院生の研究教育に資する学会参加・発表，外部との研究交流，全て

が低調に陥ってしまった。コロナ禍が一定の収束を迎えた 2023 年度においては，研究会や国際共同研究，国際インター

ンシップに関しては従来の活力を取り戻しつつある。一方で大学院への留学進学者は 3 年に亘ってほぼシャットダウ

ンしており，人材の掘り起こしは急務であろう。

いつの時代にも，どのような体制下・環境下でも自然科学研究の本質が変わるものではない。分子科学研究所はポ

スト・コロナにおいてますます，全国共同利用機関として，アジアの研究ハブとして，また高度専門的な大学院教育

の場としての役割を発展的に担っていく。
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